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平
成
7
年
4
月
2
日
以
降
生
ま
れ
の
子
ど
も
を
養

育
し
て
い
る
人

※
国
籍
は
問
い
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
在
留
資
格
の
な

い
人
や
短
期
滞
在
の
人
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

子
ど
も
一
人
当
た
り
月
額

1
万
3
0
0
0
円

所
得
制
限

児童手当
（平成 22年 3月まで）

あ　り

小学校6年生
修了まで

3歳児未満の児童
　　　… 1万円
3人目以降の児童
　　　… 1万円
それ以外の児童
       …5,000円

一律
1万3,000円

中学校3年生
修了まで

な　し

子ども手当
（平成 22年 4月以降）

対
象
年
齢

対
象
児
童
１
人

当
た
り
の

　
　

手
当
月
額

制度名
問
い
合
わ
せ
　
子
育
て
支
援
課
（
市
役
所
4
階
）

1（
55
）
2
7
3
8

5（
51
）
0
2
4
7

Efu-kosodate@
div.city.fuji.shizuoka.jp
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。
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平
成
22
年
6
月
（
4
・
5
月
分
）、
10
月（
6
〜
9
月

分
）、
平
成
23
年
2
月
（
10
〜
1
月
分
）、
6
月
（
2

・
3
月
分
）

※
4
回
に
分
け
て
、
受
給
者
名
義
の
口
座
へ
振
り
込

み
ま
す
。
こ
と
し
6
月
に
は
、
児
童
手
当
2
・
3

月
分
も
振
り
込
み
ま
す
。

4
月
中
旬
に
、
対
象
と
思
わ
れ
る
人
へ
申
請
書
を

郵
送
し
ま
す
。
申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
同

封
さ
れ
て
い
る
封
筒
で
子
育
て
支
援
課
へ
返
送
し
て

く
だ
さ
い
。

■
注
意
点
■

※
3
月
31
日
時
点
で
、
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
は
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
動
的
に
子

ど
も
手
当
に
継
続
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
4
月
現

在
、
中
学
二
・
三
年
生
を
養
育
し
て
い
る
人
は
申

請
が
必
要
で
す
。

※
対
象
と
思
わ
れ
る
人
で
申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
、

子
育
て
支
援
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
9
月
末
日
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
4
月
分
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
単
身
赴
任
な
ど
で
保
護
者
が
富
士
市
外
に
住
民
登

録
を
し
て
い
る
場
合
、
保
護
者
の
住
所
地
で
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※
公
務
員
は
勤
務
先
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
23
年
度
の
子
ど
も
手
当
に
つ
い
て
は
、
平
成

22
年
度
中
に
検
討
さ
れ
る
予
定
で
す
。

支
給
対
象

支
給
金
額

支
給
月

手
続
方
法

現
行
の
児
童
手
当
と
の
違
い

制
度
の
趣
旨

子
ど
も
手
当
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の

健
や
か
な
育
ち
を
社
会
全
体
で
応
援
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。

お
知
ら
せ

10
月
1
日
か
ら
、
こ
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
は
、
助
成
対
象
年
齢
が
小
学
校

6
年
生
修
了
前
か
ら
中
学
校
3
年
生
修
了
前
ま
で
に
拡
大
さ
れ
ま
す
。

対
象
と
な
る
児
童
の
い
る
家
庭
に
は
、
7
月
下
旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す

の
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
手
当

子
ど
も
手
当

子
ど
も
手
当

子
ど
も
手
当

子
ど
も
手
当

子
ど
も
手
当

子
ど
も
手
当

新
し
く
創
設
さ
れ
ま
す


